
  系統用蓄電池の開発許可取扱いフロー

例）専用コンテナを積み重ねない 例）専用コンテナを積み重ねる

系統用蓄電池

建築物ではない 建築物に該当

①一般送配電事業
②送電事業
③配電事業
④特定送配電事業
⑤発電事業

①小売電気事業
②特定卸供給事業
③その他電気事業法
 に該当しないもの

①小売電気事業
②特定卸供給事業
③その他電気事業法
 に該当しないもの

①一般送配電事業
②送電事業
③配電事業
④特定送配電事業
⑤発電事業

・危険物ではない

・一定量※1以下の危険物を含
有するもの

・一定量※1を超える危険物を含有するもの

※1
一定量：建築基準法施行令第１１６
条第１項の表の数量の欄に掲げる数
量

※2 大津市では、令和８年２月時点においては第一種特定工
作物に該当する系統用蓄電池及び系統用蓄電池を収納する専用
コンテナのうち建築物に該当するものについて、市街化調整区
域に設置する場合の許可基準を定めていません。

建築物・特定工作物に
該当しない

第一種特定工作物に該当 建築物の建築

開発許可の対象となる規模
市街化区域：1,000㎡以上

市街化調整区域：すべて※2

都市計画区域外：10,000㎡以上

都市計画法施行令第１条第１
項第３号により
特定工作物に該当しない

都市計画法施行令第２１
条第１項第１４号に
該当（適用除外）

許可不要 許可不要許可必要 許可必要許可不要
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